
                          

1 

 

資料２ 
(議案第６９号関係) 

令 和 ６ 年 ３ 月 ８ 日 
総務企画常任委員会資料 
税 務 部 国 保 医 療 年 金 課 

【第１条関係】 

青 森 市 ひ と り 親 家 庭 等 医 療 費 助 成 条 例 （ 平 成 十 七 年 条 例 第 百 二 十 一 号 ） 新 旧 対 照 表  

改正後 改正前 

第一条（略） 

 

（定義） 

第二条 この条例において「児童」とは、

満十八歳に達する日以後の最初の三月三

十一日までの間にある未婚の者をいう。 

２ この条例において「ひとり親家庭」と

は、次の各号のいずれかの状況に該当す

る児童（当該児童を監護しない父又は母

（別表第一に定める程度の障害の状態に

ある者を除く。）と生計を同じくしてい

る者又は当該児童を監護しない父又は母

の配偶者（別表第一に定める程度の障害

の状態にある者を除く。）に養育されて

いる者を除く。）の父母の一方が当該児

童を監護している家庭をいう。 

一～七 （略） 

八 父母の一方が、配偶者からの暴力の

防止及び被害者の保護等に関する法律

（平成十三年法律第三十一号）第十条

第一項又は第十条の二に規定する申立

て（当該父母の他の一方からのものに

限る。）により発せられたこれらの規

定による命令を受けていること。 

九 （略） 

３～６ （略） 

 

第三条～第十六条 (略) 

第一条（略） 

 

（定義） 

第二条 この条例において「児童」とは、

満十八歳に達する日以後の最初の三月三

十一日までの間にある未婚の者をいう。 

２ この条例において「ひとり親家庭」と

は、次の各号のいずれかの状況に該当す

る児童（当該児童を監護しない父又は母

（別表第一に定める程度の障害の状態に

ある者を除く。）と生計を同じくしてい

る者又は当該児童を監護しない父又は母

の配偶者（別表第一に定める程度の障害

の状態にある者を除く。）に養育されて

いる者を除く。）の父母の一方が当該児

童を監護している家庭をいう。 

一～七（略） 

八 父母の一方が、配偶者からの暴力の

防止及び被害者の保護等に関する法律

（平成十三年法律第三十一号）第十条

第一項       に規定する申立

て（当該父母の他の一方からのものに

限る。）により発せられた同項の 規

定による命令を受けていること。 

九（略） 

３～６ （略） 

 

第三条～第十六条 （略） 
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【第２条関係】 

青森市営住宅管理条例（平成十七年条例第百四十一号）新旧対照表 

改正後 改正前 

第一条～第六条 （略） 

 

(入居者資格) 

第七条 （略） 

２ 前項の高齢者、身体障害者その他の特

に居住の安定を図る必要がある者は、次

の各号のいずれかに該当する者とする。

ただし、身体上又は精神上著しい障害が

あるために常時の介護を必要とし、かつ、

居宅においてこれを受けることができ

ず、又は受けることが困難であると認め

られる者を除く。 

一～七 （略） 

八 配偶者からの暴力の防止及び被害者

の保護等に関する法律(平成十三年法

律第三十一号。以下この号において「配

偶者暴力防止等法」という。)第一条第

二項に規定する被害者又は配偶者暴力

防止等法第二十八条の二に規定する関

係にある相手からの暴力を受けた者で

イ又はロのいずれかに該当するもの 

イ 配偶者暴力防止等法第三条第三項

第三号（配偶者暴力防止等法第二十

八条の二において準用する場合を含

む。）の規定による一時保護又は配

偶者暴力防止等法第五条（配偶者暴

力防止等法第二十八条の二において

準用する場合を含む。）の規定によ

る保護が終了した日から起算して五

年を経過していない者 

ロ 配偶者暴力防止等法第十条第一項

又は第十条の二（これらの規定を配

偶者暴力防止等法第二十八条の二に

おいて読み替えて準用する場合を含

第一条～第六条 （略） 

 

(入居者資格) 

第七条 （略） 

２ 前項の高齢者、身体障害者その他の特

に居住の安定を図る必要がある者は、次

の各号のいずれかに該当する者とする。

ただし、身体上又は精神上著しい障害が

あるために常時の介護を必要とし、かつ、

居宅においてこれを受けることができ

ず、又は受けることが困難であると認め

られる者を除く。 

一～七 （略） 

八 配偶者からの暴力の防止及び被害者

の保護等に関する法律(平成十三年法

律第三十一号。以下この号において「配

偶者暴力防止等法」という。)第一条第

二項に規定する被害者       

                 

                で

イ又はロのいずれかに該当するもの 

イ 配偶者暴力防止等法第三条第三項

第三号             

                

   の規定による一時保護又は配

偶者暴力防止等法第五条     

                

           の規定によ

る保護が終了した日から起算して五

年を経過していない者 

ロ 配偶者暴力防止等法第十条第一項
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改正後 改正前 

む。）の規定により裁判所がした命

令の申立てを行った者で当該命令が

その効力を生じた日から起算して五

年を経過していないもの 

３～５ （略） 

 

第八条～第六十一条 （略） 

   の規定により裁判所がした命

令の申立てを行った者で当該命令が

その効力を生じた日から起算して五

年を経過していないもの 

３～５ （略） 

 

第八条～第六十一条 （略） 

 

 


